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年 月 日 時 分

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※落札候補者順位は、くじ引きにより決定。

令和４年５月２６日開催の熊取町建設工事等業者選定委員会における審査の結果、

杉本建設株式会社を落札者に決定しました。

議決日：令和４年６月21日

令和 4 年 度 建 設 工 事 契 約 調 書
契 約 番 号 2

工 事 場 所 熊取町　久保四丁目　地内

契 約 の 方 法 制限付一般競争入札

開 札 執 行 日 令和 4 5 25 10 00

開 札 場 所 熊取町役場　北館３階　大会議室

予 定 価 格 149,078,000 【税抜：円】 163,985,800 【税込：円】

最 低 制 限 価 格 127,981,000 【税抜：円】 140,779,100 【税込：円】

契約金額（当 初） 127,981,000 【税抜：円】 140,779,100 【税込：円】

0 【税抜：円】 0 【税込：円】

0 【税抜：円】 0 【税込：円】

大阪府泉南市信達市場2085番地

杉本建設　株式会社

工 期（当初） 議 決 日 ～ 令和 5 2 28

～ 令和 33 1 0

～ 令和 33 0 0

入 札 業 者 名 入札金額（税抜：円） 摘 要

1 杉本建設　株式会社 127,981,000 落札候補者順位 １位

2 大勝建設　株式会社 127,981,000 落札候補者順位 ２位

3 株式会社　永商興産 127,981,000 落札候補者順位 ３位

4 西野建設工業　株式会社 127,981,000 落札候補者順位 ４位

5 株式会社　長谷川工務店 127,981,000 落札候補者順位 ５位

6 岩出建設　株式会社 辞退

7 株式会社　鴻友建設 辞退
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（変更理由等）

工 事 名 及 び 工 種 熊取町立東小学校大規模改造工事（２期） 建築一式

業 者 選 定 理 由

契約金額（変 更）

契 約 業 者

工 期（変更）

工 事 概 要

屋根改修工事　　　　　　　 　535㎡
外壁改修工事　　　　　　　　1042㎡
内装改修（床改修）工事　　 　937㎡
電気設備工事　　　　　　　  　 1式
機械設備工事　　　　　　　　 　1式
上下水道改修工事　　　　　　 　1式
その他工事　　　　　　　　　 　1式
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考



No.2

入札参加資格

  本工事の入札に参加できるのは単体企業のみとし、その資格は、熊取町建設工事等業者資格
審査要綱（以下「要綱」という。）第５条第３項の規定による令和４年度熊取町建設工事入札
参加有資格者名簿に登録されている者で、次の要件を満たしていること。

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。

(２) 熊取町入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を、入札関係図書請求期限日から開
札日までの間で受けていないこと。

(３) 熊取町契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を、入札関係図書請求期
限日から開札日までの間で受けていないこと。

(４) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項又は第２項の規定による更生手続開始
の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧
更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和27年法律第172号。以下
「旧法」という。）第30条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下
「更生手続開始の申立て」という。）をしていない者又は更生手続開始の申立てをされていな
い者であること。ただし、会社更生法第41条第１項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る
旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法
第199条第１項の更生計画の認可の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決
定を含む。）があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開
始の申立てをされなかった者とみなす。

(５) 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項又は第２項の規定による再生手続開始
の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法第33条第１項
の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第１項の再生計画認可の決定
が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は再生手続開始の申立て
をされなかった者とみなす。

(６) 所在地要件     大阪府内に営業所を有していること。

(７) 等級別区分     「建築一式Ａ」に登録があること。

(８) 建設業許可     登録営業所における「建築一式工事」に関し、特定建設業の許可を有し
ていること。

(９) 経営事項審査     令和２年10月26日以降の経営事項審査を受けていること。

(10) 工事実績　　 以下の工事実績を有していること。
国、特殊法人等又は地方公共団体発注の公共工事のうち、公告日から過去10年以内に工事を完
了し引き渡した「建築一式工事」で、請負金額が１億５千万円以上の学校校舎の改造もしくは
修繕工事を元請（共同企業体により受注したものを除く。）として施工した実績があること。

(11) 配置予定技術者　　　以下の条件を満たす技術者を配置できること。
①「建築一式工事」に係る監理技術者資格を有し、監理技術者講習を修了している者
②当該工事の現場に常駐、専任できる者
③参加申込時点において、当該事業所と直接的かつ恒常的な雇用関係（３か月以上）が確認で
きる者

(12) 配置予定現場代理人　　　以下の条件を満たす者を配置できること。
①当該工事の現場に常駐、専任できる者
②参加申込時点において、当該事業所と直接的な雇用関係が確認できる者
※監理技術者と現場代理人の兼任は可能とする。


